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令和６年度 福岡県高等学校 弓道競技新人大会 北部ブロック予選会 

兼 第３２回 全九州高等学校 弓道新人選手権大会 北部ブロック予選会 

開催について （通知） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    標記のことについて、別紙要項のとおり開催しますので、ご連絡いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



開 催 実 施 要 項 

 

１. 大 会 名       令和６年度 福岡県高等学校 弓道競技新人大会 北部ブロック予選会 

        兼 第３２回 全九州高等学校 弓道新人選手権大会 北部ブロック予選会 

 

２. 主   催 福岡県高等学校体育連盟・福岡県教育委員会   

 

３. 後   援 福岡県弓道連盟・北九州市・北九州市教育委員会 

 

４. 主   管 福岡県高等学校体育連盟 北部ブロック弓道専門部 

 

５. 期   日 令和６年９月２２日（日）９：３０～ ※開・閉会式は実施しない。 

 

６. 会   場 第一警備スポーツセンター戸畑弓道場 

        北九州市戸畑区浅生２－１－１    ＴＥＬ ０９３－８８３－５５０１ 

 

７. 監 督 会 議 令和６年９月２２日（日）８：４５～ 於: 弓道場 

 

８. 競 技 規 則      『全国高等学校体育連盟 弓道競技規則』及び大会要項による。 

 

９. 競 技 方 法      

    (1) 団体競技及び個人競技は、次のとおり行う。 

    ア 団体競技 

      ・４射２立計８射（団体計４０射）を行い、４位まで順位を決定する。 

同中の場合は各自１本団体計５本の競射を行う。 

      ・団体競技出場者は、団体競技の成績をもって個人競技の成績とする。 

        イ 個人競技 

      ・４射２立計８射を行い、３位まで順位を決定する。 

      ・同中の場合、１位決定のみ「射詰め」とし、他は「遠近法」によるものとする。 

    (2) 行射は立射で、団体競技・個人競技とも「順次打起し」とする。 

    (3) 競技時間の制限（努力目標） 

ア 競技時間は、本座における進行係の「始め」の合図によって始まり、最後の射手の最後

の離れで終わる。 

   イ 団体競技において、１団体の行射時間は６分３０秒以内とする。（努力目標）時間を過

ぎても失格とはしないが、進行から注意を促すことがある。（計時は行わない。） 

  （4）招集 

    ア 第１控（本座）、第２控（射場入口）、第３控（弓道場入口）を設ける。第２控におい

て、選手の確認、ゼッケンおよび服装の点検をする。 

    イ ゼッケンのない選手については「その立」に限り失権とする。そのために、団体に欠員 

      が生じても欠員のまま団体とする。なお、個人競技に限り学校名が分かるゼッケンで構 

      わない。（個人戦出場者も全員ゼッケンを着用する。） 

   (5) 選手の交代 

ア 団体選手の交代は、登録選手以外認めない。 

イ 先発メンバーは登録順に５名とし、選手の交代は男女団体それぞれ４回までとする。 

   ウ 一人の交代を１回と数える。なお、順位決定競射については２立目のメンバーとする。 

（選手の交代は認めない） 

   エ 選手交代届は所定の用紙に記入し、監督または引率責任者が本部に届け出ること。 

   オ 登録された正選手間の立順の変更は認めない。 

 

 



10. 引率・監督について 

    (1) 引率責任者は、団体の場合は校長の認める当該校の職員とする。個人の場合は、校長の認め 

    る学校の職員とする。また、校長から引率を委嘱された「部活動指導員」（地方公務員法第 

    ２２条の２に示された者）も可とする。 

    (2) 監督、コーチ等は校長が認める指導者とし、それが外部講師の場合は傷害・賠償責任    

保険（スポーツ安全保険等）に必ず加入することを条件とする。 

 

11. 参 加 資 格      

   (1) 選手は、学校教育法第１条に規定する高等学校（中等教育学校後期課程を含む）に在籍す 

      る生徒であること。 

   (2) 選手は、福岡県高等学校体育連盟加盟校の生徒で、全国弓道競技専門部に登録し、本開催要 

項により参加資格を得た者であること。 

   (3) 全日本弓道連盟に登録された者であること。 

   (4) 年齢は、２００６年(平成１８年）４月２日以降に生まれた者とする。但し、出場は同一競技 

２回までとし、同一学年での出場は１回限りとする。 

   (5) チームの構成は、全日制課程・定時制課程・通信制課程の生徒の混成を認めない。 

    (6) 複数校合同チームの大会参加は認めない。但し、統廃合の対象となる学校については、統廃 

合完了前の２年間に限り当該校を含む合同チームによる大会参加を認める。 

   (7) 転校・転籍後６ヶ月未満の者の参加は認めない。（外国人留学生もこれに準ずる。） 

      但し、一家転住等のやむを得ない事由による場合は、福岡県高体連弓道専門部で調査し高体 

連会長の承認があれば、この限りではない。 

   (8) 出場する選手は、あらかじめ健康診断を受け、在学する学校長の承認を必要とする。 

   (9) その他の事項については、全国高等学校体育連盟・九州高等学校体育連盟大会開催基準要項 

の参加資格に準ずる。 

   (10)参加資格の特例 

        ア 上記(1)(2)に定める生徒以外(3)～(9)の大会参加資格を満たし、かつ本連盟が承認した生 

      徒については、別途に定める規定に従い大会参加を認める。 

      イ 上記(4)については、学年の区別を設けない課程に在籍する生徒の出場は、同一競技２回 

限りとする。 

     ウ 学年の区別が設けてある課程に在籍する生徒は、２学年までとする。 

   

12. 参 加 制 限      

   (1) 通常の練習において、射技が未熟で、射術運行上著しく危険のある生徒の参加は認めない。 

   (2) 【団体競技】 

    各校「男子の部」「女子の部」それぞれ２チーム以内とする。 

     チーム編成は選手５名補欠２名の計７名とする。 

       【個人競技】 

    「男子の部」または「女子の部」が１チーム以内の場合、或いは団体競技に出場しない場合 

は、個人競技４名までの参加をすることができる。 

       

13. 参 加 申 込       

     （1）申込書類 

       参加申込書１部（公印を押した原本）を大会当日に、本部に提出すること。 

    （2）申込方法 

        【申込先】 福岡県立八幡高等学校  弓道部顧問  

教諭 藤本 宏樹 

fujimoto-h7@fku.ed.jp 

               別紙 Excel ファイル（要ダウンロード）に必要事項を入力し、 

               上記申込先に添付ファイルとしてメールで送信すること。 

        【期 日】 令和６年９月１７日（火）１７時までに必着のこと。 



14. 個人情報および肖像権に関わる取扱いについて 

上記取り扱いについては、高体連 HP「個人情報及び肖像権に関わる取り扱いについて」に記載

のとおりとする。 
  参加申し込みに記載されている生徒個人情報については、参加申込書の提出により、申込書記載 

の生徒の個人情報は、下記利用目的に使用する旨の承諾を得たものとする。 

  (1)利用目的等・大会競技プログラムまたは福岡県高体連ホームページへの記載 

  (2)参加資格の確認（年齢及び転校等） 

  (3)競技成績については学校名・指名・成績（記録）のみを公表することとする。 

 

15．表    彰  団体優勝校には優勝杯を授与する。団体・個人とも３位までに賞状を授与する。 

         ※表彰式は実施しない。 

 

16．取 得 制 限      

  (1)団体競技 学校単位の団体で、男子上位４校、女子上位４校まで県大会に出場できる。 

         但し、１校から男子１チーム、女子１チーム以内とする。 

  (2)個人競技 男子８射５中以上、女子８射４中以上の的中を収めた者は県大会に出場できる。 

 

17．連絡事項 

    (1) 競技中の疾病、障害等の応急措置は主催者側で行うが、その後の責任は負わない。 

  (2) 出場選手は、四つ矢の他に替矢を持参すること。 

  (3) 監督または引率責任者は監督会議に必ず参加すること。 

  (4) 弓道衣、袴、白足袋、ゼッケン着用のこと。 

但し、学校指定の制服（下衣）、白シャツ（無地）、白靴下を着用してもよい。 

なお、弓道衣の襟元から出る長さのハイネックについては着用を認めない。 

  (5) リボン、その他の装身具類は禁止する。 

  (6) 鉢巻を使用する場合は無地とし、長さは肩までとする。 

  (7) 弓具に照準、目印を付けてはならない。同チーム内の弓具の貸借は認めない。 

    替弦のない選手が弦切した場合は残りの矢は失権とし、残った矢を持って退場させる。 

（替弓が可能なら続行させる。尚、同一チーム内の替弓は認めない） 

    (8) 射術上にわたる指示、サインは厳禁とする。 

    (9) 係による選手呼び出しは行わない。進行係の「はじめ」の合図までに本座に控えていない選 

手は「その立」に限り棄権とみなす。 

   (10)引率責任者のいない学校は出場を認めない。 

    (11)会場内外にゴミを残さないようにすること。 

  (12)選手以外の生徒・保護者・卒業生の大会会場への入場は禁止とする。 

 

 

 

 

 【問合せ先】 

  〒805-0034  

   北九州市八幡東区清田３丁目１－１ 

     福岡県立八幡高等学校 

     弓道部顧問   藤本 宏樹 

      （弓道専門部北部ブロック専門委員長） 

                       TEL  093-651-0035 

                       FAX  093-651-8101 

 


